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※ 本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り

正確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジ

ェトロが保証するものでないことを予めご了承下さい。なお、中国政府が発表した原

文については、以下の URL よりご参照いただけます。 

 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/201009/20100907160053.html?2136479869

=1612212522 
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「外商投資によるインターネット、自動販売機方式での販売プロジェクトの 

審査認可管理に関する問題についての通知」 

商資字〔2010〕272 号 

 

各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団、ハルビン、長春、瀋

陽、済南、南京、杭州、広州、武漢、成都、西安の商務主管部門、国家級経済技

術開発区： 

 

インターネット販売、自動販売機による販売等の方式を活用して、企業運営コ

ストを低減し、商品の流通促進と消費牽引等において積極的役割をさらに発揮さ

せるため、「外資の利用をより一層適切にすることについての国務院の若干意見」

（国発〔2010〕9 号）における審査認可の簡素化及び縮小の要求に基づき、外商投

資によるインターネット販売と自動販売機販売プロジェクトの審査認可及び管理

に関する問題につき以下のとおり通知する。 

 

1. インターネット販売について 

(1) インターネット販売とは企業の販売行為をインターネット上に伸展させたも

のであり、法に基づき審査認可、登録、登記を受けた外商投資生産型企業、商業

企業は直接ネット上で販売業務に従事することができる。 

(2) ネット販売を専業とする外商投資企業の設立申請は省級商務主管部門が批准

し、省級商務主管部門は「外商投資商業分野管理弁法」及びその他関連の法律法

規により厳格に審査認可する。商務部門が統合されていない省においては、省級

外資主管部門が同級の国内貿易管理部門の意見を求めなければならない。 

(3) 外商投資企業が自前のインターネットプラットフォームを利用し、その他の

取引先にインターネットサービスを提供する場合、工業信息化部に付加価値電信

業務経営許可証を申請しなければならない。企業が自前のインターネットプラッ

トフォームを利用し直接商品販売に従事する場合は、電信管理部門に届出を行わ

ねばならない。 

(4) 外商投資企業はネット販売及び関連サービスを行う場合、そのウェブサイト

のトップページまたは営業を行うページの目立つ位置に営業許可証を表示し、燃

料油、原油、図書・新聞・雑誌、薬品等の商品を取り扱う場合は、さらに経営批

准証書の情報及び明確に識別できる写真またはリンクを表示しなければならない。 

(5) ネット販売に従事する外商投資企業は合理的な返品・交換制度を構築し、販

売記録を保存し、消費者の個人情報及び商業秘密を厳格に保護しなければならな

い。 

(6) ネット販売に従事する外商投資企業は「消費者権益保護法」及び「製品品質



 

 

法」等の法律、法規、規則の規定を遵守しなければならず、法律法規で取引が禁

止されている商品及びサービスについては、ネット上でも取引をしてはならない。 

 (7) 関連法律の規定に基づき、外商投資企業がネットを通じて販売する製品また

は提供するサービスで登記前に批准を受けなければならないものについては、登

記申請前に国家の関連部門に報告して批准を受け、さらに工商登記登録を行わね

ばならない。 

 

2. 自動販売機販売について 

(1) 自動販売機販売方式により商品を販売する外商投資商業企業の設立申請、ま

たは既に設立された企業が自動販売機販売方式による販売業務を追加する場合は、

省級商務主管部門に報告して審査認可を受ける。省級外資主管部門は同級の国内

貿易管理部門の意見を求めねばならず、「外商投資商業分野管理弁法」及び衛生、

食品薬品監督管理等の関連法律法規に基づき厳格に審査認可する。 

(2) 自動販売機方式による販売を行う企業は自動販売機の目立つ位置に経営者の

名称、住所、電話、苦情受付方法を明示しなければならない。 

(3) 自動販売機方式による販売を行う企業は明確な自動販売機の運営、商品品質

管理及び紛争解決システムを構築しなければならない。 

(4) 自動販売機運営企業は販売製品のデータ保存システムを構築し、自動販売機

に自動的に製品販売前の記録を保存できるようにしなければならない。 

(5) 自動販売機方式で販売を行う企業は「消費者権益保護法」及び「製品品質法」

等の法律及び関連法律、規則の規定を遵守しなければならない。 

 

2010 年 8 月 19 日 

 


